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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第39期

第１四半期
累計期間

第40期
第１四半期
累計期間

第39期

会計期間

自平成26年
　９月１日
至平成26年
　11月30日

自平成27年
　９月１日
至平成27年
　11月30日

自平成26年
　９月１日
至平成27年
　８月31日

売上高 （千円） 874,747 168,670 2,874,584

経常損失（△） （千円） △437,759 △101,853 △1,300,955

四半期（当期）純損失（△） （千円） △459,502 △110,057 △1,764,868

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 2,066,567 2,066,567 2,066,567

発行済株式総数 （千株） 10,260 10,260 10,260

純資産額 （千円） 1,156,383 △254,372 △143,279

総資産額 （千円） 5,417,760 1,098,777 1,385,013

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）
（円） △44.79 △10.73 △172.04

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） 21.3 △23.2 △10.3

　(注)　１．売上高には、消費税等は含んでおりません。

       ２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失金額で

あり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間における、各セグメントに係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のと

おりであります。

＜小売事業＞

　主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。

＜卸売事業＞

　平成27年11月に当該事業から撤退致しました。

＜不動産事業＞

　不動産事業の占める割合が高まったことから、当第１四半期会計期間より報告セグメントとして追加致しておりま

す。詳細は「第４　経理の状況　１　四半期財務諸表　注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

す。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

（継続企業の前提に関する重要事象等）

　当社は、平成24年８月期から平成27年８月期まで４期連続営業損失となっており、当第１四半期累計期間にお

いても引き続き95百万円の営業損失を計上し、254百万円の債務超過であることから、継続企業の前提に関する

重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　これらの事象又は状況を解消又は改善すべく、当社では、組織再編の検討、資源の有効活用等を実施しており

ます。

　また、平成27年11月27日に開催された当社及びアクサス株式会社（以下「アクサス」といいます。）の定時株

主総会において、当社とアクサスの両社で当該株式移転計画が承認されたことにより、平成28年３月１日を以て

当社とアクサスの経営統合が実現する見込みとなっております。当該経営統合後のグループの連結決算において

債務超過は解消され、財務面においても資金繰りが改善することを見込んでおります。

 

２【経営上の重要な契約等】

株式移転による共同持株会社の設立

　当社は、平成27年10月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年３月１日を以て、アクサスと共同株式移

転の方法により両社の完全親会社（共同持株会社）となる「アクサスホールディングス株式会社」を設立するこ

とに合意し、平成27年10月15日において当社とアクサスは「経営統合契約書」を締結致しました。

　なお、平成27年11月27日に開催された当社及びアクサスの定時株主総会において、当社とアクサスの両社で当

該株式移転計画が承認されたことにより、当社とアクサスの経営統合が実現する見込みとなっております。

 

１．本株式移転による経営統合の目的

　当社は、平成27年４月14日より不採算事業所の撤退、優良店舗の販売強化及び所有資産の有効活用等、一層

踏み込んだ改革を図り、赤字体質から脱却し、黒字化を達成するための合理化に取り組んでおりますが、平成

27年８月期において債務超過となっており、ここで当社が、更に当該合理化を実施することにより一層企業価

値を高めていくためには、当社とアクサスが共同持株会社のもとで完全子会社となることで経営統合をするこ

とが必須であるとの考えに至りました。

　経営統合の効果としては、両社が完全に同一グループの会社となることによって、①アクサスが持つ一元化

された様々なノウハウを当社店舗に活用するための人員受け入れ、②お客様のニーズにより一層合致した商品

供給ネットワークのフル活用、③情報システムの相互利用、及び④当社管理コストの抜本的な削減等が実施可

能となるものと考えます。これらの施策により企業価値を最大化させることで、当社を含むグループ企業とし

ての更なる発展が可能であると考えております。

 

２．本株式移転の要旨

①本株株式移転の方法

　当社及びアクサスを株式移転完全子会社、新規に設立する共同持株会社を株式移転完全親会社とする共

同株式移転となります。

②株式移転比率

 当社 アクサス

株式移転比率 1 11

（注１）本株式移転に係る株式の割当ての詳細

当社の普通株式１株に対して、共同持株会社の普通株式１株を、アクサスの普通株式１株に対し

て、共同持株会社の普通株式11株を割当て交付致します。なお、本株式移転により、両社の株主

に交付しなければならない共同持株会社の普通株式の数に１株に満たない端数が生じた場合に

は、会社法第234条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し１株に満たない端数部分に応じ

た金額をお支払致します。ただし、上記株式移転比率は、算定の基礎となる条件に重大な変更が

生じた場合には、両社協議の上、変更することがあります。

（注２）共同持株会社の単元株式数は100株と致します。

（注３）共同持株会社が交付する新株式数

普通株式　32,258,453株

当社の発行済株式総数10,260,500株（平成27年８月末時点）、アクサスの発行済株式総数

2,000,000株（平成27年８月末時点）を前提として算出しております。ただし、当社は、本株式移

転の効力発生までに、当社が保有する自己株式のうち実務上消却可能な範囲の株式を消却するこ

とを予定しているため、平成27年８月末時点で当社が有する自己株式（2,047株）は、上記の算出

において、新株式交付の対象から除外しております。なお、実際に消却される自己株式数につい

ては現状において未確定であるため、実際に共同持株会社が交付する新株式数は変動することが

あります。

EDINET提出書類

株式会社雑貨屋ブルドッグ(E03438)

四半期報告書

 3/15



（注４）単元未満株式の取扱いについて

本株式移転により、１単元(100株）未満の共同持株会社の株式（以下「単元未満株式」といいま

す。）の割当てを受ける両社の株主の皆様につきましては、かかる割り当てられた単元未満株式

を東京証券取引所その他の金融商品取引所において売却することはできません。そのような単元

未満株式を保有することとなる株主の皆様は、会社法第192条第１項の規定に基づき、共同持株会

社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能であります。

 
３．本株式移転により新たに設立予定の会社（共同持株会社）の概要

名 称
アクサスホールディングス株式会社
（英文名：AXAS HOLDINGS CO., LTD.）

所 在 地 徳島県徳島市
代表者の役職・
氏 名

代表取締役　久岡 卓司

事 業 内 容

化粧品、生活雑貨、スポーツギア、アウトドアギ
ア、酒類等の小売及び酒類、化粧品、ファッション
雑貨等の輸入卸等を行う子会社の経営管理及びそれ
に付帯又は関連する事業等

資 本 金 50,000,000円（予定）
 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
 
(1）業績の状況

当第１四半期累計期間（平成27年９月１日～平成27年11月30日）の我が国経済は、経済政策、景気回復期待及び

国際情勢等を背景とした円安基調が継続し、政策金利により日経平均株価は持ち直しつつありました。しかしながら

直近では年明け以降、中国経済の失速懸念や米国政策金利の動向及び中東・東アジア情勢の緊迫化等により、円高株

安への基調変化が危惧されております。そのような中消費者の購買状況は、引き続きインバウンド消費が継続すると

みられるものの、名目賃金上昇が伴わない中、インフレに対する生活防衛意識もあり、内需の回復は依然緩やかと

なっております。停滞基調の長期化懸念や消費税増税も迫ることから、アプローチする市場及び方法を幅広く検討

し、厳選集中するとともに、機動的に実行すべきであると考えております。

当該経済下において、当社が属するファッション雑貨業界では、大規模ショッピングモールやインターネットを

中心に様々な商品・情報が溢れ、購入方法や流通経路が多様化する中、お客様の感性・志向の変化も急速に変容して

おります。こうしたお客様の感性・志向に応じる為、当社は各店舗業態において「商品展開を通じてお客様のライフ

スタイルがポジティブで豊かになるよう質的側面から応援する」というコンセプトをもって、お客様に価値提案をお

こなっております。

また当社は、平成28年３月１日のアクサスとの経営統合に向けて、円滑な融合と、グループ成長を達成するた

め、店舗網、人員・組織体制及びインフラ環境等の社内整備を実施しております。併せて、保有する不動産等を有効

活用し収益とする為、積極的に不動産事業にも取り組んでおります。

これらの結果、売上高は168百万円（前年同期比80.7％減）となりました。営業損失は95百万円（前年同期は営業

損失425百万円）となり、経常損失は101百万円（前年同期は経常損失437百万円）となりました。特別損失および法

人税等を計上し、四半期純損失は110百万円（前年同期は四半期純損失459百万円）となりました。
 

　なお、セグメントの業績は、以下のとおりであります。
 
＜小売事業＞

　小売事業部門では、前期から実施した経営合理化の結果、店舗数７店舗（前年同期60店舗、88.3％減）とな

り、売上高122百万円となりました。
 
＜不動産事業＞

　不動産事業部門では、平成27年８月期第３四半期から平成28年８月期第１四半期会計期間にて、４店舗の賃借

契約を締結致しており、売上高32百万円となりました。
 
＜その他＞

　当セグメントは、平成27年11月を以て廃止した卸売部門が含まれ、当該部門の売上高13百万円が計上されてお

ります。
 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。
 
(3）研究開発活動

　該当事項はありません。
 
(4) 事業等のリスクに記載した重要事象等への対応策

　「１事業等のリスク（継続企業の前提に関する重要事象等）」に記載のとおりであります。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 31,418,400

計 31,418,400

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成27年11月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年１月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 10,260,500 10,260,500
東京証券取引所　JASDAQ

（スタンダード）
単元株式数100株

計 10,260,500 10,260,500 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

　平成27年９月１日～

平成27年11月30日
― 10,260,500 ― 2,066,567 ― 2,432,864

 
 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成27年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成27年11月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 　　　　2,000 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　　10,256,700 102,567 ―

単元未満株式 普通株式　　　　 1,800 ― ―

発行済株式総数 10,260,500 ― ―

総株主の議決権 ― 102,567 ―

 

②【自己株式等】

平成27年11月30日現在
 

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社

雑貨屋ブルドッグ

静岡県浜松市中区

鴨江二丁目57番28

号

2,000 － 2,000 0.02

計 ― 2,000 － 2,000 0.02

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成27年９月１日から平成27

年11月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成27年９月１日から平成27年11月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、京都監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成27年８月31日)
当第１四半期会計期間
(平成27年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 200,057 117,309

売掛金 26,191 16,030

商品 242,622 231,031

その他 129,949 94,141

貸倒引当金 △9,155 △6,363

流動資産合計 589,666 452,149

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 134,289 126,581

土地 285,373 285,373

その他（純額） 59,910 48,721

有形固定資産合計 479,573 460,677

無形固定資産 3,187 3,016

投資その他の資産   

敷金及び保証金 300,088 176,829

その他 22,867 16,638

貸倒引当金 △10,369 △10,535

投資その他の資産合計 312,586 182,932

固定資産合計 795,347 646,627

資産合計 1,385,013 1,098,777

負債の部   

流動負債   

買掛金 25,944 24,076

短期借入金 950,000 950,000

1年内返済予定の長期借入金 65,487 52,986

未払法人税等 29,058 1,512

資産除去債務 38,708 4,140

その他 176,047 77,117

流動負債合計 1,285,246 1,109,833

固定負債   

長期借入金 43,000 36,000

退職給付引当金 7,786 4,692

役員退職慰労引当金 6,127 6,689

繰延税金負債 － 5,809

資産除去債務 36,276 36,638

その他 149,855 153,485

固定負債合計 243,046 243,316

負債合計 1,528,292 1,353,149

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,066,567 2,066,567

資本剰余金 2,432,864 2,432,864

利益剰余金 △4,649,468 △4,759,526

自己株式 △1,191 △1,191

株主資本合計 △151,227 △261,285

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,948 6,913

評価・換算差額等合計 7,948 6,913

純資産合計 △143,279 △254,372

負債純資産合計 1,385,013 1,098,777
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　平成26年９月１日
　至　平成26年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成27年９月１日
　至　平成27年11月30日)

売上高 ※ 874,747 ※ 168,670

売上原価 605,269 126,477

売上総利益 269,478 42,192

販売費及び一般管理費   

支払手数料 64,904 29,455

その他 630,325 108,702

販売費及び一般管理費合計 695,230 138,157

営業損失（△） △425,752 △95,965

営業外収益   

受取利息 399 422

受取配当金 44 92

為替差益 3,142 43

償却債権取立益 5,400 －

その他 12,918 1,006

営業外収益合計 21,904 1,564

営業外費用   

支払利息 10,417 3,102

貸倒引当金繰入額 － 1,969

リサイクル委託費用 14,676 －

その他 8,817 2,381

営業外費用合計 33,911 7,452

経常損失（△） △437,759 △101,853

特別利益   

固定資産売却益 － 8,000

特別利益合計 － 8,000

特別損失   

固定資産除却損 － 2,433

減損損失 － 2,661

閉店損失 － 6,652

賃貸借契約解約損 11,945 －

特別損失合計 11,945 11,747

税引前四半期純損失（△） △449,704 △105,601

法人税、住民税及び事業税 9,798 1,872

法人税等調整額 － 2,584

法人税等合計 9,798 4,456

四半期純損失（△） △459,502 △110,057
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　当社は、平成24年８月期から平成27年８月期まで４期連続営業損失となっており、当第１四半期累計期間に
おいても引き続き95百万円の営業損失を計上し、254百万円の債務超過となっております。
　当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりま
す。
 
　当社は、当該状況を解消するため、平成27年４月14日付にて以下の施策を計画致しました。
（１）不採算事業所の撤退（計画）

　収益構造改善のため、キャッシュ・フロー及び損益状況の改善が僅少かつ、採算の目途が早期に立たな
い店舗もしくは代替事業が可能な店舗を中心に撤退してまいります。併せて規模縮小に伴い間接部門の削
減を実施致します。

（２）優良店舗の販売強化（計画）

　店舗網を優良店舗を中心とした10店舗に絞り、集中的なマーチャンダイジングを実施することで、当該
店舗網での収益構造を構築致します。

（３）残存資源の有効活用（計画）

　撤退店舗における在庫処分及び固定資産の売却によって流動資金を確保し、当該資金により負債を圧縮
することで借入金の支払利息を削減してまいります。
　また、前述のとおり代替事業が可能な店舗の転用を図ることで収益を増加させてまいります。

（４）組織再編の検討（計画）

　前述のような施策を実施することで、当事業年度において一層踏み込んだ改革を図り、赤字体質から脱
却し、黒字化を達成するための合理化を実施することを予定しております。また、当社が当該合理化を実
施後により一層企業価値を高めていくためには、アクサス株式会社（以下「アクサス」といいます。）と
の提携効果をさらに発揮することが必要であると判断しております。当該提携効果をこれまで以上に発揮
するためには、両社が共同持株会社のもとで完全子会社となることが下記４つの理由により最善であると
の考えに至りました。具体的には、両社が完全に同一グループの会社となることによって、①アクサスが
持つ一元化された様々なノウハウを当社店舗に活用するための人員受け入れ、②お客様のニーズにより一
層合致した商品供給ネットワークのフル活用、③情報システムの相互利用、及び④当社管理コストの抜本
的な削減等が実施できるものと考えます。これらの施策によって企業価値を最大化させることで、当社を
含むグループ企業としての更なる発展が可能であると考えており、両社で経営統合に向けての協議を実施
致しております。

（５）資金繰り（計画）

　資金繰りにつきましては、既存取引銀行を中心に取引金融機関と緊密な連絡の上、引き続きご支援いた
だけるよう、現在協議を進めております。

 
　当事業年度における、当該状況を解消するための施策の進捗状況は以下のとおりです。
（１）不採算事業所の撤退（進捗）

　計画しておりましたキャッシュ・フロー及び損益状況の改善が僅少かつ、採算の目途が早期に立たない
店舗もしくは代替事業が可能な店舗の閉鎖につき、段階的なセールを実施し在庫の換金化を図ってまいり
ました。平成27年８月期第３四半期から平成28年８月期第１四半期会計期間にて在庫の売切りを完了した
53店舗につき閉鎖を実施致しました。

（２）優良店舗の販売強化（進捗）

　再度市場調査を実施致しております。今後、よりお客様のニーズに合わせた品揃えを実現するため、商
品構成の調整を図りご来客数の増加を図ってまいります。また、社員の研修を適宜実施し、各店舗におい
て販売戦略を実施できるリーダーとなる人材の育成に取り組んでおります。

（３）残存資源の有効活用（進捗）

　平成27年８月期第３四半期から平成28年８月期第１四半期会計期間にて、４店舗の賃借契約を締結致し
ました。また新たに、２店舗につき代替賃貸案件が獲得できたため、第三者に賃貸する予定であります。
　また、平成27年８月期第３四半期において浜松市に保有する当社土地建物を455百万円にて譲渡し、当
該資金により有利子負債を圧縮し、支払利息の削減を図っております。

（４）組織再編の検討（進捗）

　平成27年11月27日に開催された各社の定時株主総会において、アクサスと共同株式移転の方法により両
社の完全親会社となる「アクサスホールディングス株式会社」を設立する株式移転計画が承認されまし
た。当該株式移転計画が承認されたことにより、平成28年３月１日を以て経営統合が実現する見込みと
なっております。

（５）資金繰り（進捗）

　閉店店舗における在庫処分及び敷金等の返金によって流動資金を確保したこと、並びに固定資産を売却
し有利子負債を圧縮したことによる支払利息の減少により、現時点での資金繰りは安定しております。
 

　当社は上記施策に着手しており、これらを着実に推進することにより、当該状況の解消、改善に努めてまい
ります。
　しかしながら、これらの施策は実施途上及び実施予定のものであり、今後の経済・金融環境の変化等によっ
ては、意図した効果が得られない可能性があるため、現時点におきましては、継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められます。
　なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を財
務諸表には反映しておりません。
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（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

表示方法の変更

（四半期損益計算書）

　従来、営業利益の「販売費及び一般管理費」にて表示していた「支払手数料」は、当第１四半期会計期間に

おいて金額的重要性が高いことから、主要な費目として表示しております。また、当該変更によりそれ以外の

「販売費及び一般管理費」を「その他」として表示しております。

　従来、営業利益の「販売費及び一般管理費」の各費用項目にて表示していた不動産部門の「賃借料」等は、

金額的重要性が増したため、当第１四半期累計期間より売上総利益の「売上原価」に含めて表示しておりま

す。この表示方法の変更を反映させるため、前第１四半期累計期間の損益計算書において、「販売費及び一般

管理費」にて表示していたうち「支払手数料」171千円、「その他」16,071千円を「売上原価」16,243千円とし

て組替えております。

 

株式移転による共同持株会社の設立

　当社は、平成27年10月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成28年３月１日を以て、アクサスと共同株式

移転の方法により両社の完全親会社（共同持株会社）となる「アクサスホールディングス株式会社」を設立す

ることに合意し、平成27年10月15日において当社とアクサスは「経営統合契約書」を締結致しました。また、

平成27年11月27日に開催された当社及びアクサスの定時株主総会において、当社とアクサスの両社で当該株式

移転計画が承認されたことにより、当社とアクサスの経営統合が実現する見込みとなっております。本件に関

する概要は「第２　事業の状況　２　経営上の重要な契約等」に記載しております。

 

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期累計期間（自 平成26年９月１日 至 平成26年11月30日）

※　当社の売上高は、クリスマス・年末年始を迎える第２四半期会計期間に需要が高まるため、通常、第２四半

期会計期間の売上高が他の四半期会計期間における売上高に比べて高くなる傾向にあります。

 

当第１四半期累計期間（自 平成27年９月１日 至 平成27年11月30日）

※　当社の売上高は、クリスマス・年末年始を迎える第２四半期会計期間に需要が高まるため、通常、第２四半

期会計期間の売上高が他の四半期会計期間における売上高に比べて高くなる傾向にあります。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計

期間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自 平成26年９月１日
至 平成26年11月30日）

当第１四半期累計期間
（自 平成27年９月１日
至 平成27年11月30日）

減価償却費 19,891千円 9,681千円
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成26年９月１日　至　平成26年11月30日）

　　　当社の報告セグメントは、小売事業及び卸売事業でありますが、卸売事業の全セグメントに占める割合が僅

少であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成27年９月１日　至　平成27年11月30日）

１．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
そ の 他
（注）１

合計
調 整 額
（注）２

四半期財務
諸表計上額
（注）３

 小売事業 不動産事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 122,373 32,596 154,970 13,699 168,670 － 168,670

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － －

計 122,373 32,596 154,970 13,699 168,670 － 168,670

セグメント利益又は

損失（△）
△26,167 3,305 △22,862 △21,193 △44,056 △51,909 △95,965

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、卸売事業及び閉鎖済店舗を

含んでおります。

２．セグメント利益又は損失の調整額△51,909千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△

51,909千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。

３．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び重要な負ののれん発生益の認識は

ありません。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

　従来当社は、小売事業が主体であり、他の事業の全セグメントに占める割合が僅少でありましたが、不動

産事業の全セグメントに占める割合が高まったため、開示情報としての重要性を鑑み、当事業年度よりセグ

メント情報の記載を実施致しております。

　なお、前第１四半期累計期間のセグメント情報を当第１四半期累計期間の報告セグメントの区分方法によ

り作成した情報については、小売事業以外の事業セグメントの重要性が乏しいため、開示を行っておりませ

ん。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成26年９月１日
至　平成26年11月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成27年９月１日
至　平成27年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △44円79銭 △10円73銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円） △459,502 △110,057

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円） △459,502 △110,057

普通株式の期中平均株式数（千株） 10,258 10,258

　　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社雑貨屋ブルドッグ(E03438)

四半期報告書

14/15



 

 独 立 監 査 人 の 四 半 期 レ ビ ュ ー 報 告 書  

 

    

   平成２８年１月１４日

株 式 会 社 雑 貨 屋 ブ ル ド ッ グ   

　　取 締 役 会 御 中

 

   京 都 監 査 法 人  

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 高　　田　　佳　　和　　印

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 浦　　上　　卓　　也　　印

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社雑貨屋
ブルドッグの平成２７年９月１日から平成２８年８月３１日までの第４０期事業年度の第１四半期会計期間（平成２７年
９月１日から平成２７年１１月３０日まで）及び第１四半期累計期間（平成２７年９月１日から平成２７年１１月３０日
まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行っ
た。

 
四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結
論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して
四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 

監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社雑貨屋ブルドッグの平成２７年１１月３０日現在の財政状態及び同
日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい
て認められなかった。

 
強調事項
　継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は平成２４年８月期から平成２７年８月期まで４期連続営
業損失となっており、当第１四半期累計期間において引き続き営業損失を計上し、債務超過となっているため継続企業の
前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半
期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映されてい
ない。
　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

以　　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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